
 

 
 

卓越研究員制度の在り方について 

 

平 成 2 7 年 ３ 月 2 7 日 

卓越研究員制度検討委員会 

 

１．はじめに 

 卓越した研究成果やイノベーションの創出において、若手研究者の果たす役

割が極めて重要であるが、若手研究者を取り巻く状況は、以前にも増して厳

しくなっている。具体的には、近年、大学における本務教員に占める若手教

員の比率は年々減少しており、また、若手研究者については、競争的資金等

によって雇用される短期の任期付きポストが増加傾向にある。特に、国立大

学法人については、厳しい財政事情により、法人化後 10 年間で約 12％の運

営費交付金の削減がなされる中、各大学においては、法人化前の考え方に従

って、定員削減、人事システムの運用がなされ、これらが若手研究者の安定

的ポストの削減に拍車をかけてきた。 

 一方、任期制については、平成８年の科学技術基本計画の策定時より、研究

者の流動性促進の観点から、制度の導入が図られてきた。その結果、現在、

若手教員・研究者の任期制雇用は広まり、流動性は高まっているが、任期付

きポストを繰り返し、結果として長期間不安定な雇用に停留する研究者が増

加しているという問題も指摘されている。また、大学と民間企業等のセクタ

ーを越えた移動やシニア研究者の流動性は低く、「流動性の世代間格差」が

存在している。特に、テニュア取得後の研究者の流動性は諸外国に比べ極め

て低い水準にとどまっており、新しい研究領域の開拓という観点からも改善

が必要である。 

 今後、各大学・研究機関において、若手教員・研究者の安定的雇用の拡大及

びシニア教員・研究者も含めた年俸制導入等による「流動性の世代間格差」

の解消等に積極的に取り組むことを前提として、国は、厳しい財政状況の中

ではあるが、我が国の国際競争力の確保という観点に立って、優秀な研究者

の確保と育成体制を国として強化するため、大学・研究機関の研究者の研究

環境を維持・整備するとともに、セクターを越えた新たな人材育成システム

を構築することが極めて重要である。また、従来の機関毎に閉じた人事シス

テムのもとでの研究者雇用という仕組みに対して、組織の枠を越えて選定さ

れた卓越した研究者が安定的なポストに就きながら機関の枠を越えて活躍

できる仕組みを導入するなど、抜本的なシステム改革も視野に入れるべきで

ある。 
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 本検討委員会では、平成 27 年２月から４回の会合を開催し、我が国をイノ

ベーションに適した国とするための人材戦略と我が国全体の研究力強化の

ための人事制度の在り方について検討を行い、卓越研究員制度の概念設計を

取りまとめた。今後、文部科学省においては、大学改革及び競争的研究費改

革との一体的改革に係る検討を踏まえ、詳細設計を進めるとともに、必要と

なる予算の確保に努めることを強く望むものである。 

 

 

２．イノベーションに適した国とするための人材戦略（グランドデザイン） 

（１）現状認識 

 我が国の大学・公的機関・民間企業等に所属する研究者（約 89 万人）のう

ち、博士号取得者は約 16 万人（大学等：12.2 万人/31.5 万人【39％】、公的

機関等：1.9 万人/4.4 万人【43％】、企業：2.3 万人/52.8 万人【４％】）と

なっている。博士号取得者については、産学官にわたりリーダーとして活躍

することが期待されるが、現状では大学教員としてのポストは限られている

上、民間企業におけるポストも限定的。【図１】また、博士課程修了直後の

就職状況については、改善傾向にあるものの、修了者に占める就職者の割合

として 65％程度を推移。【図２】 

 このような中、博士課程学生については、大学院重点化以来、20 年近くに

亘って、量的拡大が図られたが、修士課程修了者の進学率は平成 12 年度を、

博士課程の在学者数は平成 23 年度をピークに減少傾向にある。【図３・４】

また、ポストドクター等の数についても、平成 21 年度と比較して、平成 24

年度の人数は減少。【図５】 

 

（２）若手研究者を取り巻く課題 

 大学等における本務教員は高齢化が進んでおり、若手教員を対象としたポス

トの割合が年々減少（国立大学 40 歳未満教員割合 H13 年度：33.0%→H19 年

度：28.4%→H25 年度：26.1%）。【図６】また、学術研究懇談会（RU11）の構

成校を対象とした調査においては、任期なし教員ポストのシニア化、若手教

員の任期なしポストの減少・任期付ポストの増加が顕著に現れており、任期

付教員の雇用財源は、競争的資金等の外部資金の割合が増加。【図７】特に、

競争的資金等による雇用期間が３年以下など短期の任期付雇用の増加が、若

手研究者の雇用の不安定性につながっているとの指摘がある。 

 独立行政法人においては、各機関が組織の戦略に従って、人事制度を運用し
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いている。例えば、理化学研究所においては、平成 12 年（2000 年）頃から

研究事業の拡大に伴い任期制研究員が急激に増加し、現在では研究者のうち

９割程度は任期制となっている一方、平成 25 年の改正労働契約法の施行を

契機として、任期制職員の無期転換とその人件費率をどうすべきか検討を進

めている。一方、産業技術総合研究所においては、研究者のパーマネント職

の割合が大きいものの、シニア化が進み、若手研究者の占める割合が低下し

ている中、シニア研究者の研究支援業務・研究管理業務への転換を進めてい

る。 

 民間企業においては、資本金１億円以上の研究開発を行っている企業（研究

者数約 17 万人(1,345 社)）に対する調査結果では、平成 24 年度に研究者を

採用した企業 416 社において、当該年度の採用者数は約５千人（うち博士号

取得者約３百人（６％））。加えて、毎年度の博士号取得者に占める社会人学

生の割合が約 25%（2,720 人/10,886 人）であることも踏まえれば、改善さ

れる方向に向かっていると考えられるものの、企業研究者全体に占める博士

号取得者の割合（４%）は、諸外国に比べて低い状況。【図８】 

 セクター間の流動性については、大学等において、主に助教に任期制を導入

するなど任期付雇用を増やした結果、大学間や大学・公的機関間での流動性

は若干高まっているものの、依然として全体的に低い状況。特に、我が国の

年功序列・終身雇用を前提とした人事制度の存在や、前述のとおり産業界の

博士号取得者の採用数やシニア層の研究者ポストが少ないことにより、シニ

ア研究者の流動性や民間企業との間での移動が極端に少ない。【図９】 

 

（３）目指すべき方向性 

 卓越した研究成果やイノベーションの創出において、若手研究者の果たす役

割が極めて重要であり、産業構造の急速な変化に対応するためには、長期的

かつ広い視点での社会変化を念頭に置いた人材育成・確保が求められる。ま

た、若手研究者の育成・確保に当たっては、重点化すべき研究分野は急速に

変化するため、人材のセクター間の移動を容易にする環境と人事システムの

構築が必要。加えて、研究者としてのキャリアが優秀な若手にとって魅力的

なものとなることが必要。 

 中長期的な視点に立ったグランドデザインを描くためには、博士号取得者の

研究者としてのライフタイムを見通したキャリアパスを明示し、産学官のそ

れぞれの機関におけるキャリアパスの明確化と多様化を図る必要がある。

【図 10】このうち、キャリアパスの更なる多様化については、大学院教育

とキャリア教育に依る部分が大きく、産業界において活躍できる博士人材の
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創出を目指した博士課程教育の抜本的改革を進める「博士課程教育リーディ

ングプログラム」の更なる推進と、産業界で活躍する博士号取得者の量的拡

大のためのインターンシップ等のマッチング機会の充実に産学協働で取り

組むべきである。また、グローバル競争に勝ち抜くための大学改革の一環と

して、世界最高水準の教育力と研究力を備えた「卓越大学院」を形成し、優

れた研究力を有する企業や研究機関等との間の交流・共同研究の推進に向け

た検討を進めるべきである。 

 キャリアパスの明確化のためには、これまでも、学内の部局を越えて研究者

の採用・育成を実施するテニュアトラック制や大学を越えた複数機関のコン

ソーシアムにより研究者の採用・育成を実施する仕組みの構築を推進してお

り、国は、引き続き、これらの取組により若手が挑戦できる安定性あるポス

トの拡充を推進することが重要である。その上で、優れた研究者が、安定性

あるポストに就きながら、産学官の機関や分野の枠を越えて、独創的な研究

に専念できる環境を整備するため、「卓越研究員制度」を創設する。 

 一方、各大学・研究機関においては、若手が挑戦できるポストの拡充、若手

研究者が将来の見通しを持って研究に専念できる環境整備のため、①シニア

研究者について、任期付雇用への転換、年俸制・クロスアポイントメント制

導入、評価の充実とその処遇への反映、②任期なしポストの雇用財源の多元

化（大学改革と競争的研究費改革の一体的改革等を通じて対応）、➂公正で

透明性の高い選考・審査の徹底等に積極的に取り組む必要がある。 

 中長期的には、我が国全体として、産学官の機関間において優秀な研究者の

公正な獲得競争が起こり、研究者の産学官の人材交流と流動化が促進され、

優れた研究者が、機関の枠を超えて、自立して独創的な研究活動を行うこと

ができる環境を実現することを目指す。このため、国は、「卓越研究員制度」

により、産学官の各研究機関における人事システムの硬直性と内向性を打破

し、中長期的な視野に立った我が国全体の構造改革を断行する。具体的には、

同制度によって、各大学・公的機関・産業界に対して、優秀な研究者につい

て、ベースとなる雇用経費の全部又は主要な部分を基盤的経費で保障した上

で、外部研究費等でインセンティブ経費を措置可能とした、年俸制（無期）

による雇用を抜本的に拡充するよう促す。 
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３．卓越研究員制度について 

（１）制度概要 

 博士号取得者が独立した研究者（ＰＩ）に至るキャリアパスの在り方は、①

ポストドクター（研究資金雇用等の任期付き研究員や特別研究員（ＰＤ）事

業による研究員）、②若手研究責任者（再任可の任期付き教員やテニュアト

ラック教員）、➂研究責任者（テニュア）の３段階に分類される。【図 11】 

 卓越研究員制度においては、特に②から➂の段階に至る若手研究者に安定的

雇用と流動性の両立を担保する年俸制（無期）を導入することで、我が国を

牽引する優秀な研究者の新たなキャリアパスを提示するとともに、社会的位

置づけを明確にし、若手を研究職に惹きつけることを目指す。 

 具体的には、卓越研究員制度は、モデル事業ではなく、以下の目的を達成す

る人事システム改革のための制度とする。 

 各機関に閉じた人事システムを超えて、ピアレビュー審査と中間評価に

よって卓越研究員を厳選し質を担保。卓越研究員を受け入れようとする

機関は、魅力的な研究環境・処遇等の提示により、卓越研究員を獲得し

て雇用。 

 従来の退職金制度に基づく任期なしポストや競争的資金等による任期付

きポストとは異なり、将来的には従来の任期なしポストに代わり得る「第

３のポスト」として、年俸制（無期）を導入することで、安定的雇用と

流動性の両立を担保。 

（留意事項） 

 制度の導入に当たっては、卓越研究員を雇用する主要機関は国立大学法人で

あることが想定されることから、本制度の趣旨・仕組み等について、国立大

学法人を中心としたコミュニティーにおける共通理解・共通認識の構築が前

提。また、産学官の枠を越えて優秀な研究者が活躍するためには、私立大学、

民間企業や独立行政法人等においても、本制度の積極的な活用がなされるこ

とが重要。 

 また、制度の運用に当たっては、女性研究者の活躍促進、外国人研究者の積

極的な活用など、我が国においてダイバーシティを尊重した研究者雇用環境

の実現にも資するよう、十分に配慮すべきである。 

 今後、大学改革及び研究資金改革など関連する議論の状況を踏まえつつ、詳

細設計を進める必要がある。その際、任期なしポストの雇用財源の多元化を
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図るため、卓越研究員については、基盤的経費との関係を整理した上で、自

ら獲得した外部研究費からの人件費を拠出可能とすることも視野に入れて

検討すべきである。 

 

（２）概念設計 

 上記（１）を踏まえると、卓越研究員制度としては、以下のような仕組みの

認定制度が一案（注１）として考えられる。【図 12～14】 

①  受入希望機関は、受け入れポスト・処遇等について事前公表（注２）。

国又は中立的な公的機関が一覧化公開（注３）。 

②  研究者は国又は中立的な公的機関に直接申請。その際、希望機関として

３機関程度を申請。国又は中立的な公的機関によるピアレビューにより、

卓越研究員を認定（注４）。その後、受入機関とのマッチング・調整を経

て、受入機関において雇用（注５）。各受入機関において雇用経費を負担

（ただし、国立大学法人運営費交付金との関係については別途検討）。 

③ 卓越研究員は、受入機関による雇用開始時又は開始後６年程度までの適

切な時期（注６）に、受入機関の審査を経て、年俸制（無期）に移行。 

④  卓越研究員に対するインセンティブは、テニュア相当の無期雇用が可能

となるポスト獲得と、受入機関による魅力的な研究環境等の提示。 

⑤ 受入機関に対するインセンティブは、卓越研究員の受け入れによる卓越

した研究の進展と、卓越研究員に選ばれることによるステータス向上。 

 

（注１）本案は、学術コミュニティーにおいて、我が国全体を見通した中長期的な観点に

立って、卓越した研究者を選定することができる機能を有していることが前提。 

（注２）受入希望機関の受け入れポストの調整に当たっては、単に既存分野の後継者選び

とせず、学長等のリーダーシップの下、中長期的な観点に立って、戦略的に当該組織

にとって真に必要な研究分野を選定することが前提。 

（注３）受入希望機関の受け入れポストの公表・一覧化公開は、毎年度実施することによ

り、卓越研究員が自ら希望するタイミングで、産学官の枠を越えて、更に好条件の処

遇・研究環境を提示する機関に異動可能な仕組みとする。 

（注４）既存の人事システムにピアレビューによる認定を組み込むことによって、人事シ

ステムの透明性の向上につながるとともに、博士号取得者の採用を希望する民間企業

にとっては、採用に当たっての有効な指標の一つとなる。 

（注５）受入機関とのマッチングを担保する方策については要検討。また、国又は中立的

な公的機関のピアレビューによる認定の後に受入機関とのマッチング・調整を実施す

る場合、研究者（申請者）にとっては、ピアレビューを通じて、真に公正で透明性の
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高い審査プロセスによってテニュア相当の無期雇用が可能となるポスト獲得が可能

となる一方、受入機関にとっては、独自の人事権が制限されることになる。新たな「第

３のポスト」として明確に位置づけるため、制度導入へのインセンティブとそれを担

保する財源への留意が必要。 

（注６）職階に応じて３段階（①助教職相当、②准教授職相当、➂教授職相当）でエント

リーポイントを設け、①助教職相当については、原則テニュアトラック助教として、

②准教授職相当及び➂教授職相当については、受入機関による雇用開始時に年俸制

（無期）として雇用することが望ましい。 

 卓越研究員の規模については、 

 大学における毎年度の採用教員数の合計が約 1.1 万人（教員数合計約 17

万人・研究者数合計約 89 万人）であること 

 国立大学における毎年度の定年退職教員数が約 1,500 人（国立大学教員

数合計約６万人）であること 

 優秀なポストドクターに対するフェローシップ制度（特別研究員ＰＤ）

の毎年度の採用者が約 350 人であること 

 テニュアトラック制導入のためのモデル事業（テニュアトラック普及・

定着事業）による毎年度の採用者が約 50～100 人であること 

を踏まえ、本制度が定常化した段階で、毎年度約 200 人程度（恒久的な制度

と仮定すれば総数約６千人）を認定することが適当ではないか。なお、受入

機関の配分の内訳については、産学官の受入希望機関の総数や機関毎の割合

に依存するが、民間企業や独立行政法人も含め、特定の機関に偏ることなく、

我が国全体で卓越研究員が活躍することが望ましい。 

 

（３）詳細設計に残された論点 

 詳細設計を進める上では、以下について更に検討する必要がある。 

① 国による関与の在り方（制度導入のためのインセンティブの在り方、国

立大学法人運営費交付金との関係等） 

② 卓越研究員が特定の機関に偏らないための方策（希望機関として一つ以

上国立大学法人以外を記載させる等） 

➂ 卓越研究員の流動性を加速するための方策（テニュア資格を得た研究者

も含め、移動することを奨励するための支援の在り方等） 

④ 卓越研究員の「質の担保」を実現するためのピアレビュー・中間評価の

実施に必要な措置 

⑤ 中間評価における評価軸（雇用機関によるテニュア審査との関係等）、

中間評価後の「質の担保」の在り方（国及び雇用機関による評価結果の
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処遇への反映、評価結果に基づく退出の在り方等） 

⑥ 研究分野に卓越研究員をどう割り合てるかの制度設計と中長期的に分

野間の競争を促すインセンティブ付与の方法 

⑦ 特定研究大学（仮称）、卓越大学院との関係 

 

 

４．今後の検討課題 

 卓越研究員制度については、今後、大学改革及び研究資金改革など関連する

議論の状況を踏まえつつ、上記３．（３）を中心に検討を進める。 

 その際、大学改革と競争的研究費改革の一体的改革においては、基盤的経費

と外部資金の果たすべき役割が整理されることが期待されるが、人材の流動

性を高めつつ、若手研究者の安定的なキャリアパスの構築という観点からは、

人件費財源の多元化やその前提となる人事システム全体の改革を進めるこ

とが求められる。 

 具体的には、各国立大学法人においては、それぞれの目指す機能強化の方向

性に応じて、各テニュア教員の果たすべき役割を明確にした上で、運営費交

付金と競争的資金等の外部資金のそれぞれから適切な割合でテニュア教員

の人件費を拠出可能とすることが望ましい。また、研究資金改革においては、

若手研究者が挑戦できる研究費を拡充することに加えて、研究責任者に対す

る人件費を直接経費の中から一部拠出できるようにすることを含め、幅広い

観点からの検討が求められる。 

 文部科学省においては、本制度を今後の科学技術政策及び高等教育政策にお

ける基本的な制度として位置づけ、その整備・維持に必要な予算の確保に努

めることを強く望むものである。また、国立大学法人においては、第３期中

期目標・中期計画において、本制度を重要な施策として位置づけ、本制度の

実現と積極的な活用に向けた取組を図る必要がある。 

 

（以上） 
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出典：「平成22年度学校教員統計調査報告書」、「ポストドクター等の雇用・進路に関する調査
（平成２６年１２月）」、「平成26年度学校基本調査報告書」より文部科学省作成

注）博士号取得者については、便宜上、２０１３年度に修了した者を３０歳に、（２０１３－Ｎ）年度の修
了者を（３０＋Ｎ）歳にプロットした。

図１ 博士号取得者と大学本務教員/ポスドクの年齢構成（ストック）

(人)

(歳)

出典：「平成26年度学校基本調査報告書」より文部科学省作成

【博士課程卒業者の卒業後の状況】 【博士課程卒業者の就職状況】

図２ 博士号取得者の卒業後の状況（フロー）

(n=10,563)

大学教員
2,463 (23%)

医師等（医療従

事者）
2,598 (25%)

研究者等（その

他の専門的・技

術的職業従事

者）
4,679 (44%)

その他
823 (8%)
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出典：文部科学省「学校基本調査」

8,305

16,771

27,714

33,560

35,781

48,147

61,884

68,739

76,954

86,891

99,449

109,649

115,902

119,406

123,255

132,118

142,830

150,797

155,267

159,481

162,712

164,551

165,525

165,219

165,422

167,043

173,831

175,980 

168,903 

162,693 

7,429

11,683

13,243

14,904

18,211

21,541

28,354

29,911

32,154

35,469

39,303

43,774

48,448

52,141

55,646

59,007

62,481

65,525

68,245

71,363

73,446

74,909

75,365

74,811

74,231

73,565

74,432

74,779 

74,316 

73,917 

645

7,866

15,023

20,159

22,083

23,033

23,381

23,191

21,807 

20,070 

18,776 

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000

S35
S40
S45
S50
S55
S60
Ｈ2
Ｈ3
Ｈ4
Ｈ5
Ｈ6
Ｈ7
Ｈ8
Ｈ9

Ｈ10
Ｈ11
Ｈ12
Ｈ13
Ｈ14
Ｈ15
Ｈ16
Ｈ17
Ｈ18
Ｈ19
Ｈ20
Ｈ21
Ｈ22
Ｈ23
Ｈ24
Ｈ25

修士課程

博士課程

専門職学位課程

53,992
69,688

90,238

138,752

231,489

※ 在学者数
「修士課程」：修士課程，区分制博士課程（前期２年課程）及び５年一貫制博士課程（１，２年次）
「博士課程」：区分制博士課程（後期３年課程），医・歯・薬学（４年制），医歯獣医学の博士課程及び５年一貫制博士課程（３～５年次）
通信教育を行う課程を除く

98,650

205,311

255,386

（人）

約２．６倍

約２．１倍

15,734
28,454

40,957
48,464

109,108
122,360

153,423
164,350

171,547
178,901

191,125

216,322
223,512

244,024

254,483

261,049
262,113
262,686
263,989

271,454

272,566
263,289

○大学院在学者数は平成23年度をピークに修士課程、博士課程ともに減少。

（各年度５月１日現在）

図３ 大学院在学者数の推移

4,326 
8,371 8,356 9,218 9,066 9,051 9,507 9,703 9,222 8,913 8,239 7,722 7,734 8,330 7,878 7,336 7,274 

19,488 

35,737 34,296 
35,224 

39,631 
43,312 43,464 45,426 48,357 50,782 53,638 55,480 55,243 52,278 54,188 57,659 56,381 

16.1% 15.7% 15.9% 16.4%
15.0% 13.9% 14.1% 14.0%

12.9% 12.3% 11.1% 10.5% 10.5%
11.4%

10.5% 9.3% 9.5%

72.7%

67.2%
65.2%

62.9%

65.4%
66.4% 64.5% 65.8%

67.7%
70.0%

72.5%
75.1% 74.8%

71.4%

72.6% 73.3% 73.7%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

H3 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

進学者数 就職者数 その他 進学率 就職率

修士課程修了者の就職率は増加の傾向にある一方、博士課程等への進学率は年々減少する傾向。

（出典：文部科学省「学校基本調査」）

26,815

53,153
52,580

67,412

56,038

65,275
60,635

69,073

71,440
72,531

73,993
73,881

73,811
73,220

74,680
78,711

76,511

図４ 修士課程修了者数と進学率及び就職率の推移
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出典：「ポストドクター等の雇用・進路に関する調査 －大学・公的研究機関への全数調査（2012年度実績）－ 」（2014年12月、科学技術政策研究所）

14,854人 15,496人
16,394人

17,804人 17,945人

0

4,000

8,000

12,000

16,000

20,000

2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度

（人）

0

4,000

8,000

12,000

16,000

20,000

2009年度 2012年度

（人）

17,116人
16,170人

1 本調査は、2012 年度の雇用期間の合計が 2 ヵ月以上のポストドクター等を調査対象としており、同一のポストド

クター等が複数の機関にて計上される可能性があるため、延べ人数としている。 
1 2008 年度以前は、雇用財源毎にポストドクター等を計上しており、複数の雇用財源による同一人物の重複計上

の有無が判別できない。また、2008 年度以前は、日本学術振興会に対して海外特別研究員のうちポストドクター

等に該当する者の計上を依頼していたが、2009 年度実績以降は調査対象から除外している。そのため、2008 年

度実績以前の延べ人数と 2009 年度実績以降の延べ人数を厳密に比較することはできない。なお、2004 年度実

績から 2008 年度実績において、ポストドクター等として計上された海外特別研究員はそれぞれ 212 人、232 人、

222 人、187 人、188 人である。 

図５ ポストドクター等の延べ人数の推移

○大学等における本務教員は高齢化が進んでおり、若手研究者を対象としたポストの割合
が年々低下している。

図６ 大学における研究者の年齢構成（年齢階層別本務教員比率）

資料：文科省「学校教員統計調査」及び総務省「人口推計」に基づきNISTEP及び文科省において集計

39.9（国立）

26.1（国立）

39.3（全体）

24.8（全体）

0
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50

S61 H1 H4 H7 H10 H13 H16 H19 H22 H25

％

年度

40歳未満本務教員比率

国立大学

公立大学

私立大学

全大学

38.6 

24.4 24.3 
20.6 

16.6 

0

10

20

30

40

50

S61 H1 H4 H7 H10 H13 H16 H19 H22 H25

％

年度

私立大学教員の年齢階層構造

39歳以下

40-49歳

50-59歳

60歳以上

39.9

26.1

30.2
34.0

0
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20

30

40

50

S61 H1 H4 H7 H10 H13 H16 H19 H22 H25

％

年度

国立大学教員の年齢階層構造

39歳以下

40-49歳

50-59歳

60歳以上

0

10
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40
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S61 H1 H4 H7 H10 H13 H16 H19 H22 H25

％
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日本の人口の年齢階層別比率(25-69歳)
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率

50-59歳比
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○研究大学（RU１１）においては、任期なし教員ポストのシニア化、若手教員の任期なしポストの減少・任期付ポストの増加が
顕著。

○任期付教員の雇用財源は、競争的資金等の外部資金の割合が増加。

図７ 研究大学における任期付教員の雇用財源調査（速報版）

出典： 文部科学省調べ
（集計は科学技術・学術政策研究所で実施）

任期なし
（テニュアトラック教員を含む）

任期付

平成１９年度

平成２５年度

任期付

基盤的経費

競争的資金

その他

テニュアトラック教員

基盤的経費

競争的資金

その他

テニュアトラック教員

（N=26559）

（N=29417）

（N=7239）

（N=11551） （N=17866）

（N=19320）

任期なし
（テニュアトラック教員を含む）

出典：日本は総務省統計局「平成25年科学技術研究調査」、米国は”NSF, SESTAT”、
その他の国は”OECD Science, Technology, and R&D Statistics”のデータを基に文部科学省作成

○我が国は、企業研究者に占める博士号取得者の割合が各国と比較して少ない。

図８ 博士号取得者採用企業数の割合（各国比較）
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資料：総務省統計局「科学技術研究調査報告」より作成

※異動割合とは、各セクターの転入者数を転入先のセクターの研究者総数で割ったもの

大学等
281,304

非営利団体
・公的機関

49,867
企業等
460,053

6,119
(2.2%)

1,248
(0.4%)

5,236
(1.9%)

11,286
(2.5%)

2,512
(5.0%)

180
(0.0%)

1,261
(2.5%)

397
(0.1%)

692
(1.4%)

<平成14年度>
（単位：人）

大学等
315,244

非営利団体
・公的機関

43,523
企業

528,300

7,536
(2.4%)

1,109
(0.4%)

7,140
(2.3%)

11,924
(2.3%)

2,077
(4.8%)

173
(0.0%)

768
(1.8%)

178
(0.0%)

531
(1.2%)

<平成24年度>

○セクター間・セクター内の異動率はそれぞれ低く、10年前の状況と比較しても、大きな変
化は見られない。

【セクター間の異動状況】

図９ セクター間の研究者の異動状況

図３－３０／英国における科学界内外でのキャリアパス

○中長期的な観点に立った研究者育成のための施策を検討するためには、博士号取得者の研究者としての
ライフタイムを見通した、キャリアパスを明示する必要がある。

○英国の科学学会である王立協会は、2010年にとりまとめた報告書「The Scientific Century」において、博士
号取得以降の研究者のキャリアパスを明示。

出典：The Scientific Century: Securing our future prosperity, The Royal Society 2010

53%

47% 30%

17%

3.5%

26.5%

0.45%
ProfessorPermanent Research StaffEarly Career Research

Non-university
Research (industry,
government etc.)

Careers outside science

図10 研究者としてのキャリアパスの明確化
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＜ポストドクター＞
独立した研究者・教員の前段階であり、指導者の下で適切な指導・訓練を受け、主体的に研究を行いつ
つ、独立に必要な研究スキル、研究倫理等を獲得する段階。一定の任期中に研究能力や資質等に応じた
適切な競争と選抜がなされることが望ましい。

＜若手研究責任者＞
独立した研究者・教員の初期段階であり、より経験を積んだ者から適切な助言を受けながら、自立的な研
究環境の中で研究を進める段階。原則、公正で透明性の高い評価・育成システムにより雇用され、一定の
期間中に独立した研究者・教員として認められるか否かを適切に判断されることが望ましい。大学におい
ては、助教職等に該当。

＜研究責任者＞
独立した研究体制の中で、若手研究者・教員を牽引するリーダーとして活躍するとともに、若手研究者・教
員の指導者としての責務を負う段階。大学においては、准教授、教授職等に該当。

図11 博士号取得者が独立した研究者に至るキャリアパスの在り方

博士課程学生 約７．４万人
※毎年度の博士号取得者

約１．５万人

ポストドクター
約１．６万人

特研PD 新規350名程度

若手研究責任者
（助教職）

研究責任者（教授・准教授職）

＜キャリアパスのイメージ＞

特任助教等

技術者／開発研究者／研究者

大学

企業等

（「総合政策特別委員会 中間取りまとめ」より抜粋）

特研DC 新規1,800名程度

○大学改革・研究資金改革の一体改革に併せて、産学官の各研究機関における人事システムの硬直性と内
向性を打破し、中長期的な視野に立った我が国全体の構造改革を断行する。

○具体的には、各研究機関に対して、人件費財源の多元化・年俸制パーマネント職の導入を促し、国は、優れ
た研究者が、産学官の機関や分野の枠を越えて、独創的な研究に専念できる環境を整備。

特定研究大学 特定研発法人

民間企業

卓越研究員

趣旨

卓越大学院

研究開発法人

研究開発法人

○研究者個人による申請、ピアレビューによる審査

○研究費等（雇用経費の一部を含む）について一定期間
補助

○職階に応じて、３段階でエントリーポイントを設定

○卓越研究員は、卓越大学院を含めた産学官の研究
機関で独創的な研究活動を推進

○支援開始時又は支援開始後５年後までの適切な時
期に、受け入れ機関の審査を経て、各研究機関で年
俸制パーマネント職に移行

【アウトプット】
○年俸制パーマネント職の大幅導入
○若手ＰＩ（研究責任者）の登用拡大

【アウトカム】
○長期的視点に立った独創的な研究成果の創出
○大学院博士課程の進学率と質の向上
○優秀人材の産学間の人材交流と流動化促進

期待される効果

施策のポイント

我が国を牽引する優秀な研究者の新たなキャリア
パスを提示し、若手を研究職に惹きつける

優れた研究者を「卓越研究員」として選定し、産学
官の機関や分野の枠を超えて、独創的な研究活動
を推進できる新たな制度の創設

制度イメージ

大学

卓越大学院

大学

図12 卓越研究員制度について（検討中のイメージ①） 産業競争力会議
第４回新陳代謝・イノベーションＷＧ
（平成２６年１２月１７日）配布資料
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１年目 １０年目６年目３年目

任期付き研究員

年俸制（無期）【特徴①】
独立・自立した研究環境

【特徴➂】

中間評価の結果に基づき、雇
用の継続可否を判断

研究者個人
による申請

ピ
ア
レ
ビ
ュ
ー
に
よ
る
審
査
・
卓
越
研
究
員
の
決
定

産
学
官
の
ホ
ス
ト
希
望
機
関
に
お
い
て
処
遇
等
を
事
前
公
表

卓
越
研
究
員
と
ホ
ス
ト
希
望
機
関
と
の
マ
ッ
チ
ン
グ
・

ホ
ス
ト
機
関
に
よ
る
雇
用

年俸制（無期）

年俸制（無期）
【特徴②】

年俸制（無期）ポストを得た卓越研究員
は、機関の枠を超えて流動化

【特徴④】

複数機関のコンソーシアムに
よる受け入れも想定

年俸制（無期）

ｸﾛｽｱﾎﾟｲﾝﾄﾒ
ﾝﾄ等

図13 卓越研究員制度について（検討中のイメージ②）

１年目 １２年後６年後

シニア研
究者(ｸﾛ

ｽｱﾎﾟｲﾝﾄ
ﾒﾝﾄ等)

准教授・
講師
↑

助教

ＴＴ助教
↑

ﾎﾟｽﾄﾞｸ・
任期付助教

大学
独法・
民間企業等

大学 大学

定常化後は、
退職者数に応
じ若手のみ採
用

退職

制度導入当初は、３
段階で採用

ＴＴ助教採用者は、採用後６年程度
までに年俸制（無期）に移行

中間評価
によって新
陳代謝

独法・
民間企業等

独法・
民間企業等

図14 卓越研究員制度について（検討中のイメージ③）
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「卓越研究員制度検討委員会」 委員名簿 

 
 
 

主査   五神 真   東京大学理学系研究科長 

  相田美砂子  広島大学副学長 

  大槻 昌彦  第一三共株式会社執行役員 
研究統括部長 

       大場 好弘  山形大学理事・副学長 

  金山 敏彦  産業技術総合研究所副理事長 

  川端 和重  北海道大学理事・副学長 

   国領 二郎   慶應義塾大学理事 

  清水 潔  みのり総合法律事務所弁護士 
明治大学研究・知財戦略機構特任教授 

  古屋 輝夫  理化学研究所理事 

  湊  長博  京都大学理事・副学長 

  村瀨 賢芳  新日鉄住金株式会社 
技術開発本部人事室長 

森迫 清貴  京都工芸繊維大学理事・副学長 

  山下 馨  日本私立学校振興・共済事業団理事 
 
 

（50 音順、敬称略、平成２７年２月９日現在） 
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卓越研究員制度検討委員会  
審議経過 

 

 
第１回 平成 27 年２月９日（月）10:00～12:00 

○「卓越研究員制度検討委員会」の議事運営について 
○若手研究者を取り巻く状況等について 
○論点整理 
○自由討議 

 
 
第２回 平成 27 年２月 27 日（金）16:00～18:30 

○論点整理  
○各機関の人事制度改革の取組について 
○骨子案 

 
 
第３回 平成 27 年３月９日（月）13:00～15:00 

○関連する検討会の検討状況について 
○年金制度等について 
○骨子案 

 
 
第４回 平成 27 年３月 27 日（金）10:00～12:00 

○卓越研究員制度の在り方について（案） 
 

参考資料２ 
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卓越研究員制度検討委員会  
第１回～４回までの委員会における主な御意見 

 
 
（若手研究者の育成・雇用の在り方について） 
○ 研究員の数は増えているが、任期付きになっているのが現状。パーマネン

ト雇用の経費の質を変えるとともに、財源の転換をしていく必要がある。 
○ 今後は、各大学の独自性や多様性をしっかりと担保した上で、多士済済な

人材が育成されるように大学を支援していかなければならない。 
 
（卓越研究員制度創設の意義について） 
○ 本委員会の焦点は、若手ポストをいかに確保していくかというところにあ

る。そのためにも、国立大学だけではなく、国公私立大学、民間まで含めた

議論をすべき。 
○ パーマネント雇用の雇用経費をどのように組み立てるか。民間、競争的資

金と連動した形で安定雇用に資する形にしていくべき。その上で、安定した

ポストを増やす中で、機関を超えた枠を構築し、スケールメリットを保つと

ころに、今回検討する制度の意義があるのではないか。 
○ 卓越研究員に選ばれること自体がステータスであるというところまで高め

ないといけない。そうしないと意味のない制度となる。 
○ 大学は自助努力しているが、全体として見てみると、大学の人事には閉塞

性が見られる。全く新しいシステムをつくることにより、既存の制度にも影

響を与えていくような制度設計が必要 
 
（流動性について） 
○ 日本はテニュア後の流動性が少ない。卓越研究員制度によって、全体の流

動性向上にもつながることが望ましい。 
○ 若手だけにフォーカスしていても成立しない。中堅・シニアの流動化を進

め、全体としての規模感を検討すべき。ある程度力がついた研究者は、雇用

経費のベースを下げる代わりに、競争的資金により割り増し可能にすること

で、より流動性を高めてもよい。 
 
（制度設計について） 
○ 制度設計に当たっては、恒久性、持続可能性を考慮すべき。 
○ 本制度の肝は、産学官の各機関が採用のタイミングを合わせてマッチング

することではないか。大学等の受入機関は、卓越研究員を受け入れる環境を

参考資料３ 
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提示する必要がある。 
○ 受入機関側に本制度に参加するインセンティブを与える必要性があるであ

ろう。特に、卓越研究員の選定について、まずは国等でのピアレビューを経

てという制度設計とする場合、相当のインセンティブが必要になるであろう。 
○ 卓越研究員としての「認定」と「雇用」のバランスを慎重に議論する必要

がある。単に「認定」されても「雇用」につながらなければ人事システム改

革につながらない。 
○ 途中の再審査については議論が必要だが、初期のテニュアトラックのよう

に、半数がテニュア審査に合格できないような不安定なポストでは意味がな

い。 
○ 認定制度を設けることにより、現在は見えづらい採用システムがオープン

なものとなり、国民から見ても納得感が得られるであろう。 
○ 企業にとっては、ピアレビューがどうなされるかという点が重要。企業と

しては、卓越研究員に認定されたということで、採用に当たっての一定の指

標を得られることを期待。 
 
（その他留意点について） 
○ 卓越研究員が受入機関の中で孤立してしまわないよう、制度全体として、

各機関におけるマネジメント体制まで含めて作り込む必要性がある。 
○ 各大学で、優秀な人材を欲する分野に差違はあり、その点は考慮する必要

性がある。 
○ 卓越研究員の研究成果を見えるような形にすることも重要。受入側に対す

るメリットとしては、卓越研究員から選ばれる機関になっていることが重要。 
○ 本制度の検討は、競争的資金改革や大学改革等の関連する議論とあわせて

行っていかなければならない。 
○ 今後、卓越研究員に対するメリットを検討する際には、財源もセットでし

っかりと議論する必要がある。 
（以上） 
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